
はじめに 
　長雨の候、皆様におかれましては益々ご清栄のことと存じます。 
　いつも一方ならぬお力添えに与かり、誠にありがとうございます。 
　この度あらたに当事業所の通信を作成させていただきました。皆さまでご一読していた
だければ幸いです。ご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡ください。 

TOPICS!! 
　4月より作業療法士（OT）が１名増えました！引き続きご利用者さまの在宅生活上のお
悩み事の解消やQOLを高められるよう支援を行わせて頂きます！！ 
　裏面に訪問リハビリのご依頼の流れや訪問看護でのリハビリとの違いや強みについて簡
単にまとめさせて頂きました。ご参考ください！ 
　 
当事業所リハビリ空き状況（6月1日時点） 

※理学療法士と作業療法士両方の合わせた空き状況となります。詳細はお問い合わせください。 

ご利用者様に対し、訪問リハビリの説明や簡単な生活上のアドバイスなど 
迅速に対応をさせていただきますのでお気軽にご連絡ください！ 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
午前 △ △ ○ ○ △
午後 ○ ○ ○ ○ ○
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○：２枠以上　　△：１枠　　×：空きなし



訪問リハビリご利用の流れ 

 

主治医への依頼 
（診療情報提供書及び指示書） 

お問い合せ

実地調査・説明 
契約・担当者会議

訪問リハビリ開始

お電話を頂くか依頼申込書の送付をお願い致します。 
ご利用者様の生活上のお困り事やご状況やご希望等について
お伺い致します。

主治医・かかりつけ医へ訪問リハビリを受けたい旨を伝え、
診療情報提供書の作成をご依頼ください。 
その後は３ヶ月に１度、当院医師による訪問診療にて指示書
作成の対応をさせて頂きます。

ご自宅へお伺いし訪問リハビリのご説明や生活状況の確認、
目標の確認などを行わせて頂きます。 
その後、担当者会議等を行い、他サービス事業者などとの 
目標の共有等を行います。

診療情報提供書及び指示書などの準備が整い利用日の決定や
ご契約が済みましたら訪問リハビリサービス開始となります。 

つばさ訪問リハビリテーション事業所の特徴（訪看リハビリとの違い） 

✔ 医師による定期的なリハビリの管理（３ヶ月に１度）によって安心　 
　当院は訪問診療にてご対応をさせて頂きますので通院のご負担なく可能となります。 
　※初回は主治医・かかりつけ医から診療情報提供書を書いていただく必要がございます。 

✔ 退院直後～３ヶ月間は週１２単位までの介入が可能 
　令和3年度改正によって、以前までは週に6回（120分）までが上限でしたが、 
　退院・退所直後のリハビリの充実を図る観点から週12回までの介入が可能となりました。 
　※短期集中リハビリテーション実施加算の算定が必要となります。 

当事業所では医師との連携を密に図り、より安全にご自宅でのリハビリをおこなって
いただけるよう常に最善のアプローチを検討していきます！ 


